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（別紙４）

輸入の禁止の対象
（規則第９条及び別表２関係）

規則別表２について、次のとおり改正する（下線部が追加箇所、取消線が削除箇所）。

地域 植物 検疫有害動植物 改正の理由

２. 柑橘類、アセロラ、アボ Bactrocera dorsali 学術文献の

インド、インドネシア、 カド、アンズ、イチジク、s species complex 精査により

カンボジア、シンガポー インドメテング、オラン （ミカンコミバエ種 寄主植物と

ル、スリランカ、タイ、 ダイチゴ、オリーブ、カ 群） なることが

台湾、中華人民共和国（香 シューナッツ、ガジュマ 確認された

港を除く。以下この表に ル、グリコスミス・ペン 植 物 を 追

おいて同じ。）、ネパール、タフィラ、クロツグ、ゴ 加。

パキスタン、バングラデ レンシ、ザクロ、サント

シュ、東ティモール、フ ール、スモモ、タイヘイ

ィリピン、ブータン、ブ ヨウグルミ、テトラクト

ルネイ、ベトナム、香港、ミア・マジュス、テリハ

マレーシア、ミャンマー、ボク、トマト、トリファ

ラオス、パプアニューギ シア・トリフォリア、ナ

ニア 、ハワイ諸島、フ シ、ナツメヤシ、 パパ

ランス領ポリネシア、ミ イヤ、パラミグニア・ア

クロネシア ンダマニカ、ビワ、ビン

ロウジュ、ブドウ、モモ、

モモタマナ、ヤマモモ、

ランブータン、リュウガ

ン、リンゴ、レイシ、ワ

ンピ、アカタネノキ属植

物、カキ属植物、コーヒ

ーノキ属植物、トウガラ

シ属植物、トケイソウ属

植物、ナス属植物、ナツ

メ属植物、ニンメンシ属

植物、バンジロウ属植物、

パンノキ属植物、バンレ

イシ属植物、ヒロセレウ

ス属植物、フクギ属植物、

フトモモ属植物、マンゴ

ウ属植物、ランサ属植物、

ロリニア属植物及びアカ

テツ科植物の生果実並び
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に成熟したバナナの生果

実

３. 柑橘類、アセロラ、アボ Bactrocera tryoni 学術文献の

オーストラリア（タスマ カド、アンズ、イチジク、（クインスランドミ 精査により

ニアを除く。）、ニュー・ エレモシトラス・グラウ バエ） 寄主植物と

カレドニア、パプアニュ カ、オプンティア・フィ なることが

ーギニア、フランス領ポ クス－インディカ、オラ 確認された

リネシア ンダイチゴ、オリーブ、 植 物 を 追

カシミロア・テトラメリ 加。

ア、カシューナッツ、キ

ウイフルーツ、キダチト

ウガラシ、グリコスミス

・トリフォリアタ、コダ

チトマト、ゴレンシ、サ

クランボ、ザクロ、サン

トール、シマホオズキ、

シロサポテ、スモモ、セ

イヨウカリン、トウガラ

シ、トマト、ナシ、ナツ

メヤシ、パパイヤ、バン

ジロウ、パンノキ、ヒロ

セレウス・メガランサ

ス、ビワ、フェイジョア、

ブドウ、マルメロ、ムラ

ーヤ・エキゾチカ、モモ、

リンゴ、レイシ、ワンピ、

アクロニチア属植物、カ

キ属植物、キイチゴ属植

物、クワ属植物、コーヒ

ーノキ属植物、スノキ（コ

ケモモ）属植物、トケイ

ソウ属植物、ナス属植物、

ナツメ属植物、ニンメン

シ属植物、バンレイシ属

植物、フトモモ属植物、

マンゴウ属植物、モモタ

マナ属植物、及びロリニ

ア属植物及びアカテツ科

植物の生果実並びに成熟

したバナナの生果実
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４． ウリ科植物の生茎葉及び Bactrocera 学術文献の

インド、インドネシア、 生果実並びにインゲンマ cucurbitae（ウリミ 精査により

カンボジア、シンガポー メ、キダチトウガラシ、 バエ） 新たに発生

ル、スリランカ、タイ、 キマメ、ゴレンシ、ササ が確認され

台湾、中華人民共和国 、 ゲ、トウガラシ、トマト、 た地域を追

ネパール、パキスタン、 ナス、パパイヤ、ヒロセ 加。

バングラデシュ、東ティ レウス属植物及びマンゴ

モール、フィリピン、ブ ウ属植物の生果実

ータン、ブルネイ、ベト

ナム、香港、マレーシア、

ミャンマー、ラオス、ア

フガニスタン、ウガンダ、

カメルーン、ガンビア、

ギニア、ケニア、コート

ジボアール、コンゴ共和

国、スーダン、セーシェ

ル、セネガル、タンザニ

ア、トーゴ、ナイジェリ

ア、ニジェール、ブルキ

ナファソ、ベナン、マリ、

南スーダン、モーリシャ

ス、レユニオン、パプア

ニューギニア、ハワイ諸

島、ミクロネシア


